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は し が き 

 

 新潟市では、市内の事業所に雇用されている労働者の賃金等の労働条件の実態を明らかに

し、経営及び労使関係の合理化、安定化のための基礎資料とすることを目的とし、昭和 54

年度から昭和 63年度まで３年ごとに４回、｢労働基本調査」として実施してきました。しか

し、近年の急激な経済社会情勢の変化に伴い、労働環境も著しく変動しているため、平成２

年度から毎年、｢労働実態調査」として実施し、新潟県も同様の調査を行っていることから、

平成 18年度より「新潟県・新潟市賃金労働時間等実態調査」として新潟県と共同で実施し

ています。 

 調査項目について、令和元年度から事業所票の項目のみに変更したことにより、従来の個

人票の項目にあたる市内の賃金等の状況について、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統

計調査」から集計し、取りまとめを行っています。 

 なお、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」においては、調査月の実労働日数が 18日

以上であることや所定内給与額が 5万円以上であるなどの要件を満たす労働者を集計の対

象としていますが、新潟市の概況においては、それらの要件を満たさない労働者も含まれて

いるため、結果の活用にあたってはご留意ください。 

 本概況が広く活用され、働く人一人ひとりが豊かさを実感しながら、安心して働くことの

できる社会をつくるための環境づくりの一助となれば幸いです。 

 

 

                            令和３年１１月 

                             新潟市 経済部 雇用政策課   
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Ⅰ 調 査 の 概 要  

第１ 調査の内容  

 

ここでは厚生労働省発表資料の関係する部分を原文のまま転載しています。 

 

１ 調査の目的  

  

２ 調査の対象 

 

  ▷ただし、本概況については、有効回答を得た市内事業所かつ 10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業  

 所（455 事業所）について集計した。 

 

３ 調査事項 

  
▷ただし、本概況については、事業所の属性及び、企業全体の常用労働者数、労働者の性、雇用形態、就業

形態、最終学歴、年齢、勤続年数、実労働日数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数、きまって支給す

る現金給与額、超過労働給与額により集計した。 

 

４ 調査の時期  
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５ 調査の方法  

 

 

６ 集計・推計方法  

 

 ▷集計・推計方法については厚生労働省「令和 2 年賃金構造基本統計調査の概況」22 頁 利用上の 

 注意「５(3)集計・推計方法の変更」を参照。 

 

７ 調査系統 
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第２ 主な用語の定義  

ここでは厚生労働省発表資料の関係する部分を原文のまま転載しています。 

 

「常用労働者」 

 
 

「賃金」 

 

 ▷ただし、本概況においては、「超過労働給与額」を「所定外賃金」という。 

 

「企業規模」  

▷本概況においては、次のとおりとする。 

中小企業 ･･･ 企業全体において常時使用する従業員が300人以下（「情報通信業」、「卸売業」、「宿泊業」、

「生活関連サービス業、娯楽業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業」では

100 人以下、「小売業」、「飲食サービス業」では 50 人以下）の企業をいう。  

大 企 業 ･･･ 中小企業以外の企業をいう。 

 

「就業形態」  

 

 

「勤続年数」  

  

表中の符号等  

    「－」  ･････････ 該当なし  

    「X」   ･････････ サンプル数が少ないため秘匿  

    「0」または「0.0」 ･････････ 単位未満  

 

その他  

（１） 平成３０年度以前の数値は、「新潟市賃金労働時間等実態調査」によるものである。 

（２） 金額の単位は集計処理の都合上、原則百円とする。 

  



4 

 

 

第３ 調査の結果概要  
 

１ 集計労働者の構成  

 (1) 一般労働者は 8,811人で、男女別構成は男性が 5,680人（64.5％）、女性が 3,131 人（35.5％）となっている。

また、規模別では中小企業が 3,363 人（38.2％）、大企業が 5,448 人（61.8％）となっている。（第 1 表、第 2

表）  

 (2) 平均年齢は 42.8 歳で、規模別では中小企業が 43.6 歳、大企業が 42.3 歳で中小企業の方が高い。一方、

勤続年数は中小企業が 12.3 年、大企業が 13.0 年となっている。（第 3 表、第 3 図、第 4 図）  

  

２ 賃金  

(1) 所定内賃金は 2,824 百円となり、前年に比べ 132 百円減少している。規模別では中小企業が 2,604 百円、

大企業が 2,960 百円であり、大企業を 100 とした場合の規模間格差は 88.0 となっている。（第 2 図、第 3 図、

第 4 図、第 4 表）  

(2) 男女間格差（男性の所定内賃金を 100 とした場合の女性の所定内賃金）は、中小企業が 76.4、大企業が

71.3 となっている。産業別にみると最も格差が小さいのは、中小企業では「医療、福祉」の 104.0、大企業は

「複合サービス事業」の 86.0 となっている。 

なお、最も格差が大きいのは、中小企業では「金融業、保険業」で 67.3、大企業では「鉱業、採石業、砂利

採取業」で 44.1 となっている。（第 5 表）  

(3) 所定外賃金は 189 百円となり、前年に比べ 34 百円減少している。規模別では中小企業が 147 百円、大企

業が 215 百円となっている。（第 9 表、第 2 図）  

 

３ 労働日数、労働時間  

(1) 実労働日数は 20.7 日、規模別では中小企業が 21.3 日、大企業が 20.3 日となっている。産業別にみると、

「建設業」「教育、学習支援業」が 21.9 日で最も多くなっている。（第 10 表）  

(2) 総実労働時間数は 165.5 時間（所定内 157.3 時間、所定外 8.3 時間）となり、前年に比べ 1.9 時間減少（所

定内 0.3 時間減少、所定外 1.5 時間減少）している。規模別では中小企業が 169.8 時間（所定内 162.3 時間、

所定外 7.4 時間）、大企業が 163.0 時間（所定内 154.1 時間、所定外 8.8 時間）となっている。（第 10 表）  

 

４ 短時間労働者の賃金等  

(1) 集計対象となった短時間労働者は 2,461 人で、男性 763 人（31.0％）、女性 1,698 人（69.0％）となっている。

（第 11 表）  

(2) 短時間労働者の総実労働時間数は 78.7 時間（所定内 77.8 時間、所定外 0.9 時間）となっている。（第 12

表）  

(3) 短時間労働者の１時間当たりの所定内賃金（月間所定内賃金(単位：百円)を月間所定内労働時間数で除し

たもの）は 1,139 円となっている。（第 14 表）  
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Ⅱ 調 査 結 果 の 分 析  

第１ 集計労働者の構成  
 

集計労働者数 

(1) 男女別・産業別構成  

集計対象となった一般労働者（以下「集計労働者」という）は 8,811 人で、男性が 5,680 人（64.5％）、女性が

3,131 人（35.5％）となっている。産業別構成比でみると、「製造業」（17.0％）、「サービス業」（11.6％）、「卸売業、

小売業」（10.2％）が上位を占めている。（第１表）  

 

 

第１表 集計労働者の男女別・産業別構成 
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(2) 規模別・産業別構成  

集計労働者の構成を規模別にみると、中小企業が 3,363 人（38.2％）、大企業が 5,448 人（61.8％）となってい

る。産業別にみると、大企業では「鉱業、採石業、砂利採取業」（100％）、「複合サービス業」（100％）、「宿泊業、

飲食サービス業」（95.3％）の割合が高く、一方、中小企業では「建設業」（68.0%）、「製造業」（61.5%）、「不動産

業、物品賃貸業」（45.5%）の割合が高くなっている。（第２表）  

 

 

第２表 集計労働者の規模別・産業別構成 
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(3) 年齢別構成  

集計労働者の平均年齢は、全労働者平均で 42.8 歳（男性 44.0 歳、女性 40.6 歳）となっている。規模別では中

小企業が 43.6 歳（男性 45.0 歳、女性 40.8 歳）、大企業が 42.3 歳（男性 43.3 歳、女性 40.4 歳）となっており、中

小企業が大企業よりも高くなっている。（第 4 図）  

集計労働者の年齢別構成をみると、男性の場合は、中小企業、大企業ともに 40 歳代の割合が最も高く、中小

企業では 28.2％（630 人）、大企業では 28.6％（986 人）となっている。女性の場合も、中小企業、大企業ともに 40

歳代の割合が最も高く、中小企業では 29.3％（330 人）、大企業では 26.7％（536 人）となっている。（第１図）  

 

 

第１図 集計労働者の年齢別構成 
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(4) 勤続年数  

集計労働者の平均勤続年数は 12.7 年（男性 14.2 年、女性 10.1 年）となっている。規模別にみると、大企業が

13.0 年、中小企業が 12.3 年となっている。産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 17.8 年と最も長く、

一方、「医療、福祉」が 8.3 年と最も短くなっている。（第 3 表）  

 

 

第３表 集計労働者の平均勤続年数 
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第２ 賃金  
 

１ 賃金  

  平成22年度からの賃金の推移をみると、所定内賃金は、令和元年度までは増加傾向であったが、令和2年度

は減少した。 

  また、所定外賃金は、近年ではゆるやかな増加傾向であったが、令和 2 年度は減少した。（第 2 図） 

 

 

第２図 所定内・所定外賃金の推移 

 

 

 

 

 

２ 所定内賃金の概況  

  集計労働者平均所定内賃金は、2,824 百円（平均年齢 42.8 歳、平均勤続年数 12.7 年）となっている。  

  男女別では、男性が 3,119 百円（平均年齢 44.0 歳、平均勤続年数 14.2 年）、女性が 2,288 百円（平均年齢

40.6 歳、平均勤続年数 10.1 年）となっている。  

  平均年齢は「建設業」の 46.6 歳が最も高く、「情報通信業」の 39.4 歳が最も低くなっている。 （第３図）  

  



10 

 

第３図 産業別所定内賃金・平均年齢・平均勤続年数 
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３ 規模別所定内賃金  

   所定内賃金を規模別にみると、中小企業が 2,604 百円、大企業が 2,960 百円で、大企業を 100 とした場合、

規模間格差は 88.0 となっている。（第 4 図）  

 

第４図 規模別所定内賃金・平均年齢・平均勤続年数 

 

 

 

 

４ 産業別所定内賃金  

所定内賃金を産業別でみると「鉱業、採石業、砂利採取業」（3,789 百円）が最も高く、以下、「電気・ガス・熱

供給・水道業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「建設業」が続き、最も低いのは「宿泊業、飲食サービス

業」となっている。（第 4 表、第 5 図）  

第４表 産業別・規模別所定内賃金 
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第５図 産業別所定内賃金の産業間格差の状況 （産業計＝100） 
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５ 男女別所定内賃金  

男性の所定内賃金を 100 とした場合の女性の所定内賃金の割合は、規模計で 73.4（男性 3,119 百円、女性

2,288 百円）となっている。規模別にみると、中小企業が 76.4、大企業が 71.3 と大企業の方が男女格差は大きく

なっている。産業別にみると最も格差が小さいのは、中小企業は「医療、福祉」で 104.0、大企業は「複合サービ

ス業」で 86.0 である 

なお、最も格差が大きいのは、中小企業では「金融業・保険業」で 67.3、大企業では「鉱業、採石業、砂利採

取業」で 44.1 となっている。（第 5 表） 

 

 

第５表 男女別所定内賃金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢
（歳）

勤続
年数（年）

所定内
賃金（百円）

年齢
（歳）

勤続
年数（年）

所定内
賃金（百円）

年齢
（歳）

勤続
年数（年）

所定内
賃金（百円）

年齢
（歳）

勤続
年数（年）

所定内
賃金（百円）

45.0 13.5 2,827 40.8 10.1 2,160 76.4 43.3 14.7 3,309 40.4 10.1 2,359 71.3

鉱 業 、 採 石 業 、 砂 利 採 取 業 - - - - - - - 42.6 19.8 4,656 42.8 5.4 2,054 44.1

建 設 業 46.4 16.1 3,273 45.9 12.1 2,341 71.5 48.3 20.1 4,630 44.6 15.5 2,658 57.4

製 造 業 43.7 14.9 2,707 41.8 10.6 1,874 69.2 41.8 16.8 2,886 39.6 13.3 2,182 75.6

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 49.6 21.1 2,842 - - - - 42.4 18.8 4,000 36.7 9.1 2,318 58.0

情 報 通 信 業 36.4 10.1 2,897 35.9 7.7 2,341 80.8 44.9 19.2 3,732 34.1 8.1 2,597 69.6

運 輸 業 、 郵 便 業 47.4 12.9 2,445 35.8 8.7 2,096 85.7 43.7 16.2 3,127 35.9 8.7 2,378 76.0

卸 売 業 、 小 売 業 45.5 13.9 2,906 38.4 10.0 2,124 73.1 40.4 13.2 2,905 40.1 10.6 1,971 67.8

金 融 業 、 保 険 業 44.6 18.5 3,622 42.1 12.0 2,439 67.3 39.8 15.5 4,509 42.1 12.8 2,574 57.1

不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 44.2 10.6 3,016 39.7 9.7 2,121 70.3 45.3 13.6 3,043 41.9 10.1 1,994 65.5

学 術 研 究 、 専 門 ・ 技 術サービス業 46.6 13.6 3,273 44.0 14.6 2,510 76.7 43.6 14.6 4,007 40.2 10.1 2,699 67.4

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業 29.3 4.1 2,255 37.5 3.0 2,150 95.3 43.2 9.1 2,669 42.7 9.4 2,038 76.4

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 娯 楽 業 47.5 6.9 2,226 43.6 9.9 1,910 85.8 42.3 13.3 2,935 37.8 10.1 2,136 72.8

教 育 、 学 習 支 援 業 51.8 11.9 2,528 39.3 12.3 2,423 95.8 46.2 13.9 3,903 39.9 9.1 2,976 76.2

医 療 、 福 祉 42.3 5.3 2,325 41.6 6.8 2,418 104.0 40.8 8.6 3,267 40.0 8.8 2,648 81.1

複 合 サ ー ビ ス 事 業 - - - - - - - 41.3 14.4 3,061 44.2 15.7 2,631 86.0

サ ー ビ ス 業 48.4 11.1 2,320 40.2 8.4 2,000 86.2 46.0 12.0 2,719 44.6 8.4 2,015 74.1

産 業 計

区　　　　　分

中 小 企 業 大 企 業

男 性 女 性
格差

男 性 女 性
格差
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６ 年齢別所定内賃金  

 所定内賃金について年齢段階別の推移をみると、20～24 歳を 100 とした場合、男性、女性ともに、中小企業

では「55～59 歳」、大企業では「50～54 歳」をピークとし、その後減少に転じている。（第６表） 

 

 

 

第６表 年齢段階別所定内賃金 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所定内賃金
（百円）

格　差
所定内賃金

（百円）
格　差

所定内賃金
（百円）

格　差
所定内賃金

（百円）
格　差

19歳以下 1,863 96.9 1,670 91.6 1,755 84.1 1,611 80.0

20～24歳 1,922 100.0 1,824 100.0 2,086 100.0 2,014 100.0

25～29歳 2,289 119.1 1,978 108.4 2,422 116.1 2,087 103.6

30～34歳 2,425 126.2 2,046 112.2 2,768 132.7 2,188 108.6

35～39歳 2,835 147.5 2,048 112.3 3,127 149.9 2,404 119.4

40～44歳 2,942 153.1 2,204 120.8 3,470 166.3 2,454 121.8

45～49歳 3,199 166.4 2,412 132.2 3,709 177.8 2,626 130.4

50～54歳 3,287 171.0 2,371 130.0 4,301 206.2 2,664 132.3

55～59歳 3,375 175.6 2,423 132.8 4,206 201.6 2,614 129.8

60～64歳 2,501 130.1 1,801 98.7 3,043 145.9 2,008 99.7

65歳以上 2,131 110.9 1,847 101.3 2,588 124.1 2,593 128.7

区　　　　　分

中 小 企 業 大 企 業

男　性 女　性 男　性 女　性
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７ 学歴別所定内賃金  

   学歴別の所定内賃金は下表のとおりとなっている。（第 7 表） 高校卒の所定内賃金を 100 とした場合の学歴

間格差をみると、男性の場合、大学卒、大学院卒との格差が生じている。女性の場合、専門学校卒、高専・短大

卒、大学卒との格差が生じている。（第６図）  

 

第７表 学歴別所定内賃金 
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第６図 学歴間格差の年齢別推移 
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８ 勤続年数別所定内賃金  

  所定内賃金について勤続年数別の推移をみると、男性の場合、中小企業は「30～34 年」、大企業は「35～39

年」がピークになっている。女性の場合、中小企業は「35～39 年」、大企業は「30～34 年」がピークになってい

る。  

  また、規模別では、勤続年数「0 年」の者の所定内賃金を 100 とした場合、男性では大企業の方が、勤続年数

別所定内賃金の格差が大きくなっている。（第８表）  

 

 

第８表 勤続年数別所定内賃金 
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9 所定外賃金  

 集計労働者の平均所定外賃金は、189 百円となっている。男女別では、男性が 234 百円、女性が 108 百円とな

っている。  

 規模別にみると、中小企業が 147 百円、大企業が 215 百円と大企業の方が高くなっている。また、産業別にみる

と、「運輸業、郵便業」が 372 百円で最も高く、「電気・ガス・熱供給・水道業」が続き、「生活関連サービス業、娯楽

業」が最も低くなっている。（第９表）  

 

 

第９表 所定外賃金 
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第３ 労働日数、労働時間  
 

１ 実労働日数、実労働時間数  

(1) 実労働日数  

   実労働日数は、20.7 日（中小企業 21.3 日、大企業 20.3 日）となっている。産業別にみると、「建設業」「教育、

学習支援業」が 21.9 日で最も多く、「学術研究、専門・技術サービス業」、「鉱業、採石業、砂利採取業」が続い

ている。（第 10 表）  

 

 

(2) 実労働時間数  

 実労働時間数をみると、総実労働時間数は 165.5 時間（中小企業 169.8 時間、大企業 163.0 時間）であり、

その内訳は所定内 157.3 時間、所定外 8.3 時間となっている。 

産業別の総実労働時間数は「建設業」が 177.2 時間で最も長く、「生活関連サービス業、娯楽業」が 143.8 時

間で最も短くなっている。（第 10 表） 
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第１０表 月間実労働日数、実労働時間数 
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２ 労働時間の推移（月所定内・月所定外）  

   平成 22 年度からの労働時間の推移をみると、月所定内労働時間は、近年では令和元年度から減少している。 

月所定外労働時間は、総じて横ばいにあるといえるが、近年は減少傾向にある。 （第７図）  

 

 

 

第７図 労働時間の推移（月所定内・月所定外） 

 

※Ｈ30 年度以前の数値は、「新潟市賃金労働時間等実態調査」によるものですのでご留意ください。 
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第４ 短時間労働者の賃金等  
 

１ 集計労働者数等  

   集計対象となった短時間労働者数は 2,461 人で、うち男性は 763 人（31.0％）、女性は 1,698 人（69.0％）とな

っている。  

   また、短時間労働者の平均年齢は男性で 48.8 歳、女性が 47.5 歳であり、平均勤続年数は男性で 5.2 年、女

性が 6.5 年となっている。  

 総実労働時間数は男性が 77.1 時間で、うち所定外労働時間数は 1.2 時間となっている。また、女性は 79.4

時間で、うち所定外労働時間数は 0.8 時間となっている。（第 11 表）  

    

 

 

第 11 表 短時間労働者数及び月間実労働時間等（男女別） 
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産業別での月間総実労働時間数は「鉱業、採石業、砂利採取業」で 178.0 時間と最も長く、「製造業」の

120.7 時間が続いている。また、所定外労働時間数では「複合サービス事業」の 4.1 時間が最も長く、「製造業」

の 2.5 時間が続いている。（第 12 表）  

 

 

第１２表 短時間労働者の月間実労働時間数 
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２ 短時間労働者の賃金支給総額  

   短時間労働者の賃金支給総額は、男性が 948 百円で、うち所定内賃金は 919 百円、所定外賃金は 29 百円

となっている。女性は884百円で、うち所定内賃金は871百円、所定外賃金は13百円となっている。（第 13表）  

  

 
 

第１３表 短時間労働者の月間賃金支給総額（男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 ：百円　

計 所定内 所定外 計 所定内 所定外

948 919 29 884 871 13

鉱 業 、 採 石 業 、 砂 利 採 取 業 - - - 1,940 1,914 26

建 設 業 2,267 2,267 - 1,943 1,925 18

製 造 業 1,354 1,286 68 1,164 1,137 27

電 気 ・ ガス ・ 熱 供給 ・ 水 道業 1,780 1,771 9 814 814 - 

情 報 通 信 業 432 418 14 1,142 1,139 3

運 輸 業 、 郵 便 業 975 901 74 1,265 1,242 23

卸 売 業 、 小 売 業 852 806 46 960 945 15

金 融 業 、 保 険 業 1,505 1,452 53 1,084 1,057 27

不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 1,220 1,215 5 975 971 4

学 術 研 究 、 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業 1,702 1,702 - 1,454 1,454 - 

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業 596 587 9 651 646 5

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 娯 楽 業 677 654 23 511 504 7

教 育 、 学 習 支 援 業 773 773 - 886 884 2

医 療 、 福 祉 1,966 1,837 129 1,300 1,267 33

複 合 サ ー ビ ス 事 業 1,493 1,438 55 1,190 1,156 34

サ ー ビ ス 業 917 896 21 685 677 8

　（注）　上表で掲載した金額は回答者全員の平均額である。

区 分
男　　　性 女　　　性

産 業 計
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 月間所定内賃金（単位：百円）を月間所定内労働時間数で除した１時間当たりの所定内賃金は 1,139 円となっ

ている。産業別に１時間当たりの所定内賃金をみると「建設業」が 1,758 円と最も高く、「教育、学習支援業」が

1,530 円と続く。一方、「宿泊業、飲食サービス業」の 975 円が最も低くなっている。（第 14 表） 

 

 

第１４表 1 時間当たりの所定内賃金 

 

 
 



 

付 属 統 計 表  

男女及び年齢段階別勤務年数・月間実労働日数・月間実労働時間数・月間賃金額（就業形態別） 

一 般 労 働 者     調査産業 計   

 



 

 

 

 

短時間労働者     調査産業 計   
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